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１  研究要旨 

 2008 年に東京都内の支援機関を対象に実施した質問

紙調査の結果、HIV 陽性者を支援した経験は全体では、

３割、障害者向けのサービス提供者では７〜８割であ

った。その一方で、回答者の HIV 陽性者に対する支援

の自己効力感は、肯定的な評価が３割であり、課題が

認められた。HIV に関する研修の開催を求める声が７割

と高い関心が示された。そこで、HIV 陽性者支援に関す

る研修会を東京障害者職業センターの職員を対象に実

施し、その効果を測定した。その結果、当研究グルー

プが開発した研修の効果が確認された。特にワークシ

ョップ研修では、セクシュアリティや性、HIV への抵抗

感が低減され、なおかつ支援の自己効力感（相談対応

のセルフエフィカシー）が向上した。また、同時に HIV

についての知識を増やすことやプライバシーへの配慮，

セクシュアリティへの身近感や対応を知ることが，相

談対応への準備性を高めるうえで重要であることが示

唆された。 

 

２  目的と背景 

 本研究は、HIV 陽性者支援に関わる可能性を有する地

域の専門職を対象とした研修プログラムを開発し、そ

の評価を実施することを目的とした。この研修は、地

域における「支援の準備性を高めること」を目指し、

内容を検討した。研修を通じて向上すべき HIV 支援の

準備性の構成要素については、事前にワークショップ

で分析されたものを基礎とし、知識、認識や意識、そ

して、具体的な技能とした（生島、2009）。研修の方法

については、支援の準備性を構成する各項目に沿って

独自にプログラムを開発した。 

  

３  方法 

 少人数によるワークショップや講義で構成された

「講義とワークショップによる研修」を実施した。研

修の評価については、以下の２つの方法で実施した。

１つ目は、受講生からの質問や研修についての感想の

語りを分析することで評価を行った。また、２つ目と

して定量的に研修の効果を分析するために研修の事前

事後に質問紙を用い、前後の項目ごとの比較を行った。 

 

（1）研修の内容 

本研修では、身体障害、知的障害、精神障害者に対

する職業リハビリテーション業務を行う東京障害者職

業センターの職員研修として実施した。２つのグルー

プに分けて、２日（７時間）の研修をそれぞれに行っ

た。 

第１グループ・・・18 人（2009 年 12 月１、２日）    

第２グループ・・・26 人（2009 年 12 月９日、16日） 

参加者の合計：44 人 

このうち、２日とも参加した41人を分析の対象とした。 

 

■研修内容とスケジュール 

全体のスケジュールは表１を参照（No.は表中に表記）。 

 

■研修の各項目ごとの内容と参加者の反応 

（知識と情報／No.３） 

 目的：支援者が、HIV の医学的な基礎知識や支援に関

わる基本情報等を得ることで準備性を高める。 

 方法：①と③は、直接講師より講義を行い、②は映

像（DVD）を上映し、質疑応答の時間を設けた。 

 ＜講義内容＞ 

① セクシュアリティと性の健康に関する基

礎知識（30分） 

②HIV の医学的基礎知識（映像視聴）（30 分） 

③支援リソースについて（30 分） 

 

 結果：参加者の質問や感想などから、知識レベルも

異なることがわかった。「今後は自信を持って

対応できそう」という感想なども聞かれた。 
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表１  研修内容とスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自己覚知のワークショップ／No.４） 

目的：自分が「HIV についてどのようなイメージを持

っているか」「性についてどのような態度であ

るのか」を知り、自己の価値観を相対化する。 

 方法：１グループ４～6名に分かれて、以下の①②の

テーマを検討した。まず各自の意見をポスト

イットに書き出し、それらをグループ全員で

模造紙にまとめ、グループごとに発表した。 

   

 結果：積極的な参加が得られた。「偏見をとりさるチ

ャンスになった」などの感想もあったが、複

数の参加者より「講師による自分の価値観と

プロとしてやるべきことを切り離してよいと

いう考えに安心した」という感想があった。 

 

（まとめ（1日目）／No.５） 

 目的：フォローアップとエンパワーメント。 

 方法：参加者からの質問に対する回答や補足説明を

行った。参加者全員が感想を述べ、共有した。 

 結果：参加者が今までの自分の知識不足・偏見など

を自覚し、今回得た知識や情報を今後の対応

に生かしたいと考えていた。しかし、「セクシ

ュアリティへの配慮が難しい」などの声、雇

用主である企業への普及・啓発が必要という

意見など、新たな課題も明らかとなった。 

 

（リーディングワーク／No.７） 

 目的：HIV 陽性者の生活のリアリティを感じ、性を含

めた多様なライフスタイルを知る。 

 方法：グループ(４～6名)ごとに、リストより自分が

読みたい手記を選び、一人 3 分で朗読＋感想

を述べ、グループ内での意見をシェアした。 

 結果：「悪意のない言葉が相手を傷つけていることに

気付いた」などの感想が多くみられた。また、

「陽性者も日常を楽しんでいることがわかっ

た」という肯定的な意見から「HIV は大きなマ

イナスという感覚がある」という否定的な意

見まで、受け止め方は多様であった。 

 

（事例ワーク／No.８） 

 目的：支援者が、実際に HIV 陽性者の支援を行う際

の課題やその方法の検討を通して、どのよう

に HIV 陽性者を支援していくかを考える。 

 方法：グループ（４～６名）ごとに、２つ就労に関

する事例をワークシートを利用して検討した。

前半は「支援のニーズや困難さ」、後半では「セ

ンターができる支援」提供可能な支援をテー

マに検討し、発表した。 

 

    ＜２つの事例＞ 

「体調不良で退職、障害者枠で企業に再就職」 

「飲食店で勤務後、障害者枠で就職活動中」 
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＜ワークシート＞ 

 個人への支援 雇用主への支援 

ニーズや

困難 

提供可能

な支援 

ニーズや

困難 

提供可能

な支援 

採用前     

雇用中     

     

 結果：「本人の希望を聞きながら支援を進めるのは他

の障害者への支援と同じだとわかった」「過去

の経験が活かせそう」などのコメントがあっ

た。また、「障害者枠で就職活動をしている方

が、なかなか決まらないので、『一般枠で受け

たらどうか』とすすめてしまった過去の対応

はどうだったのか」などの感想もあった。ま

た、検討していく過程で「陽性者は飲食店で

働いてよいのか」など、疑問や不明な点が挙

げられたが、講師が解説を行った。 

 

（まとめ（2日目）／No.９） 

 目的：フォローアップとエンパワーメント。 

 方法：参加者からの質問に対する回答や補足説明を

行った。その後、参加者全員が感想を述べた。 

 結果：多くの参加者より、今までの自分のふりかえ

り（無知、偏見）と今後の対応への意欲や自

信についてのコメントがあった。しかし、ま

だ不安や疑問のコメントもあり、とくに企業

に対する対応に不安をもつ意見が複数あった。 

 

（2）質問紙による調査の方法 

本研修の効果を検討するために、研修の前後に質問

紙による調査を実施した。質問紙は、無記名、自記式

で行い、それぞれの項目について、リッカードスケー

ルを用いた４段階（１～４）で測定した。 

質問紙の項目は下記の通りであった。 

１． HIV についての知識の検討（４項目） 

２． HIV 陽性者へのイメージ（２項目） 

３． セクシュアリティの多様性（２項目） 

４． プライバシーへの配慮（２項目） 

５． HIV 陽性者のセクシュアリティ（２項目） 

６． 相談対応のセルフエフィカシー（１項目） 

７． 支援のイメージ（１項目） 

 

 

４  結果と考察 

（1）参加者からのコメントによる研修の効果 

（支援者の抱える抵抗感と困難性） 

HIV 陽性者を支援するにあっての困難については、

「HIV の漠然とした否定的なイメージによる不安」「性

を扱うことへの不安と抵抗感」「同性愛などの性の多様

性に対する受容への不安と抵抗感」などが分析された。 

 

（研修の効果について） 

 参加者からのコメントからは、「支援に必要な知識が

増えたことによる安心感」「精神疾患など他分野におけ

る過去の支援経験が応用できることへの気づき」「性に

関しては『自分の価値観』を切り離して支援職として

行動することが可能との気づき」「具体的な HIV 支援の

リソースを知ることでの安心感」などが分析できた。 

 また、ルールのある中で安心して自己開示ができる

場での研修を通じて、「職場におけるコミュニケーショ

ンの向上」が見られたとこと。また、「ワークショップ

の方法が自分の支援活動において参考になった」とい

うコメントがあったことは興味深い。 

 

（2）質問紙による調査の結果と考察 

【結 果】 

研修１：講義とワークショップによる研修 

 研修の参加者は 49 名（男性 13 名、女性 31 名、未記

入５名）であった。年齢は、20 代５名、30 代 16 名、

40 代 12 名、50 代６名、60 代以上５名、未記入５名で

あり、30 代と 40 代で６割を占めていた。 

また、職種は、事務職が１名、専門職が 43 名であり

（未記入５名）、専門職の内訳では、就労支援職が 39

名と９割強を占めていた。それ以外の専門職としては、

福祉職１名、その他１名、未記入３名であった． 

HIV 陽性者への相談対応は、経験者が 14 名であり、

全体の約３割であった。 

 

① 研修前後での各項目の比較 

 ２回共に参加があり、研修の実施前後の質問紙に記

入があった 41 名について、それぞれの項目別に対応の

あるｔ検定を行った。その結果、１～５の全ての項目

について研修の効果が認められた（表２参照）。 

また、相談対応のセルフエフィカシーについても、

研修前に比べて研修後は有意に高かった。支援のイメ

ージについても、研修前に比べて研修後は有意に高く、
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HIV 陽性者への相談についての準備性は高まったと考 えられた。 

 

表２  講義とワークショップでの研修における各項目の研修前後の得点の比較 

※イメージ／抵抗感とセクシュアリティ／抵抗感は逆転項目 

 

② 「講義とワークショップによる研修」の効果 

 年齢と項目の得点との相関では、「プライバシーへの

配慮」において、研修前には関連が認められなかった

が、研修後には正の関連が認められた（p < .05）。こ

のことから、プライバシーの配慮に関しては年齢が高

いほど理解が深まった可能性が示唆された。 

 また、「相談対応のセルフエフィカシー」の変化と、

「支援のイメージ」の変化には、相関が認められた（p 

< .01）。このことから、具体的な支援のイメージを持

つことによって相談対応のセルフエフィカシーを高め

ることが示唆された。 

 相談対応のセルフエフィカシーの変化は、「ウイルス

がコントロール可能」と「HIV の診療医療機関」につい

ての知識の項目、「セクシュアリティの身近感」の項目、

「プライバシーへの配慮」の各項目、「陽性者のセクシ

ュアリティ」の各項目との相関が認められた。今後、

対象者数を増やし、各項目間の関連を配慮した分析が

必要ではあるが、今回の分析結果から、HIV についての

知識を増やすことやプライバシーへの配慮、セクシュ

アリティへの身近感や対応を知ることが、相談対応へ

の準備性を高めるうえで重要であることが示唆された。 

 

【考 察】 

 今回の結果は、限られた対象者における検討である

ため、得られた結果の解釈には十分な注意が必要であ

る。しかし、全ての項目において、研修の効果が認め

られたことは、研修内容の適切さを示していると考え

られる。 

今後はさらに対象者を増やし、対象者の特性も配慮

しつつ、研修の効果について検討していく予定だ。ま

た、相談対応のセルフエフィカシーの下位尺度として、

各項目が構成されている可能性も示されており、さら

に詳細な分析を行うことで、対象者に合わせた研修内

容を選択するための質問紙を作成できると考えられた。 

 

５  結語 

当研究班が開発した研修方法の効果が確認された。

特に個人の価値観にふれる、性やセクシュアリティ、

HIV へのイメージなどを研修という機会のなかで、個人

の価値観を相対化し、支援者としてそのことをイメー

ジ化することは、個人の自己効力感を高めることが証

明された。2010 年度においては、こうした成果の一部

を DVD などの支援ツールとしてまとめていく予定であ

る。 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

知識／ウイルスコントロールが可能 41 1.6 0.77 3.4 0.67 -10.95 0.000

知識／人権 41 2.6 0.81 3.5 0.50 -7.34 0.000

知識／医療機関 41 1.7 0.68 3.2 0.69 -10.78 0.000

知識／相談・支援機関 41 2.2 0.85 3.3 0.57 -7.25 0.000

イメージ／身近感 40 2.4 0.71 3.5 0.60 -7.99 0.000

イメージ／抵抗感 41 2.5 0.78 1.9 0.57 6.66 0.000

セクシュアリティ／身近感 41 2.6 0.71 3.2 0.61 -6.08 0.000

セクシュアリティ／抵抗感 41 2.4 0.83 2.0 0.72 3.54 0.001

プライバシーの配慮／必要なこと 41 2.3 0.61 3.2 0.43 -7.86 0.000

プライバシーの配慮／すること 41 2.1 0.61 3.1 0.37 -8.30 0.000

ＨＩＶ陽性者のセクシュアリティの理解 41 2.2 0.75 3.1 0.42 -7.29 0.000

ＨＩＶ陽性者のセクシュアリティへの配慮 41 2.1 0.74 3.1 0.41 -7.91 0.000

相談対応のセルフエフィカシー 41 2.7 0.65 3.4 0.50 -6.31 0.000

支援のイメージ 41 2.3 0.87 3.3 0.47 -7.52 0.000

ｐN
研修前得点 研修後得点

t 値
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企業に対する免疫機能障害者の雇用支援の取り組み 

－東京障害者職業センターとＮＰＯ法人ぷれいす東京の連携－ 

 

○松原 孝恵（東京障害者職業センター  主任障害者職業カウンセラー） 

生島 嗣（特定非営利活動法人ぷれいす東京） 

 

１ はじめに 

 東京障害者職業センター（以下「当センター」

という。）では、障害者の就労支援と企業に対す

る障害者雇用の支援を行っており、近年、免疫機

能障害者の雇用に関する企業からの相談が増加し

ている。 

 HIV 陽性者は年々増加しており、平成 20 年エイ

ズ発生動向年報では 15,451 人、うち身体障害者手

帳の所持者（HIV による免疫機能障害、平成 19 年

度）は 8,488 人である。治療法が格段に進歩した

ため、厚生労働省エイズ対策研究事業「地域にお

ける HIV 陽性者支援のための研究」1)によると、

ふだん就労している HIV 陽性者は 72.7％となって

いる。HIV 陽性者で就労している人の中には職場

で病名を隠すことの精神的負担が大きく、非就労

者の障害者雇用制度の利用意向は 64.3％と、免疫

機能障害者として障害者雇用制度を利用して働き

たい人が多いことがわかる。しかし、現在就労し

ている人のうち障害者雇用制度を利用しているの

は 3.1％と、実際に障害者として雇用されている

人は少ないのが現状である。 

 一方、企業は、障害者雇用促進法の改正や社会

的責任等から障害者雇用に対する意欲が高まって

きており、職務能力や物理的環境に関する制限の

少ない身体障害者を雇用したいという要望は多

い。しかし、企業にとって免疫機能障害者の雇用

は不安感や抵抗感が強く積極的に雇用している企

業は少ない。 

 そのため、企業が免疫機能障害者の雇用につい

て抱えている不安や支援ニーズについて整理し、

特定非営利活動法人ぷれいす東京（以下「ぷれい

す東京」という。）と当センターが連携して取り

組んだ支援事例及びその際の留意点について紹介

する。 

 

２ 企業からの支援ニーズ 

 一般的に、障害者雇用の経験のない企業からの

支援ニーズは大きく三つに分けられる。①障害や

障害者についてよくわからない、②障害者雇用を

検討しているが具体的な対応や配慮事項がわから

ない、③具体的に雇用を進めたいがトップや現場

で理解が得られないという三点である。 

◆職場内の対応・・・事故やけが等出血した際の対応はどうすべきか／出血することの多い調理業務に従事さ

せてよいか／衛生管理として問題はないか／健康診断は通常通りでよいか 

◆感染の可能性・・・職場で感染した事例はあるか／Ｂ型・Ｃ型肝炎の社員はいるが、感染力はどの程度違う

のか／感染の可能性を０％とするにはどうすべきか 

◆HIVの治療と経過・・・病状の経過や健康面の見通しはどうか／長く勤めることは可能か 

◆職場内の説明とプライバシー保護・・・どの範囲まで、どのように周囲の社員に説明すべきか／障害者だと

知ってはいるが障害名までは知らない周囲の社員から、どういう障害か質問された時の答え方は／障害名まで

知っている社員に、知らない社員から質問された時にどう答えるよう指示すればよいか／配属部署の社員の安

全配慮義務との兼ね合いはどうすればよいか／配属部署の社員から企業が訴えられることはないか／顧客や

取引先から質問されたらどう答えるべきか／プライバシー保護はどのような点に留意すべきか 

◆採用面接・・・病気について質問してよいか／質問してはいけないことは何か／感染経路について質問して

よいか  

◆在職者への対応・・・社員から実はHIV陽性者であると相談を受けたがどうすべきか 

表 1 企業人事担当者からの相談例 
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免疫機能障害者については、それら一般的な支

援ニーズに加えて、さまざまな相談が寄せられる

（表１）。それらを整理すると、他の障害者の雇

用とは異なる点として以下の二点があるためと考

えられる。 

 一つめは、感染可能性のある病気ということで

ある。そのため、企業は他の社員や顧客に感染し

ないよう衛生管理や安全配慮義務が求められる。

また、継続的に疾病管理が必要であることから、

雇用した場合の病気の経過や長期雇用の見通しに

ついても不安を抱いている。 

 二つめは、病気に対する差別的な反応が根強い

ことである。平成 12 年に国が行った「エイズに関

する世論調査」では「一緒に働くことは好ましく

ない」という回答が 45％であった。そのため、企

業は、雇用した免疫機能障害者の障害や健康に関

する個人情報をどの程度どの範囲に知らせるのか

当事者を含めて合意を形成することと、障害を開

示する場合は開示される側の社員への教育やサポ

ートを行うことが求められる。 

 企業の立場からすると、感染可能性を考慮すれ

ば職場全体に開示して感染予防に留意する必要が

あり、一方個人情報の管理を考慮すれば職場で安

易に障害を開示できず、ジレンマを抱えてしまう

ことになる。また、精神障害者等の雇用でも同様

だが、障害について説明していない社員や顧客か

ら質問された際にどう答えるかという課題もあ

り、企業としての方針が求められる。 

 免疫機能障害者雇用については、一般的な障害

者雇用に関する基礎知識や雇用管理に関するポイ

ントに加え、こうした企業の不安感を取り除き具

体的な助言やサポートを行うことが必要である。 

 

３ ぷれいす東京との連携 

免疫機能障害者の雇用については、２で示した

ように他の障害者の雇用とは異なる点があり具体

的で専門的な支援が求められることが多い。その

ため、HIV 陽性者への相談・支援や HIV に関する

啓発事業を専門的に行っているぷれいす東京と連

携して取り組んでいる。そのメリットは三つあげ

られる。 

一つめは、ぷれいす東京が HIV 陽性者との専門

的な相談を日常的に行っており、当事者の視点を

踏まえた支援ができることである。研修等では当

事者が体験談を話すことによる効果も大きいが、

その場合講師となる当事者の協力を得られること

も利点である。二つめは、最新の医学情報を収集・

蓄積しており、それらに基づいた正確な情報提供

が得られることである。三つめは、HIV に関する

啓発事業の経験が豊富でイメージの払拭に関する

ノウハウがあることである。 

専門的な支援に加え、免疫機能障害者雇用につ

いて企業の理解を得るためには、気軽に相談でき

る窓口と周知啓発が必要である。その点は、障害

◆HIV陽性者の就労状況・・・HIV陽性者には、障害を開示して就職する人、開示せず就職している人、感染し

ていることを自分で把握していない人がいる 

◆HIV陽性者の治療と経過・・・治療を受けている人の約半数は、通院が月1回、服薬が1日1回／欧米の報告 2）

によると、HIV感染者と非感染者の余命の違いは10年程度という結果もあり、定年まで働ける可能性も十分にあ

るといえる 

◆感染の可能性・・・治療を受けているHIV陽性者の7割以上が血液中からウイルスが検出されないレベルに抑

えられている／HIVウイルスは非常に感染力が弱い。Ｂ型・Ｃ型肝炎の感染力と比較しても格段に弱い／多少の

傷や出血では感染しない。職場で知らぬ間に感染したと証明された事例はなく、聞いたことがない 

◆出血時の対応・・・けがをした時の対応は本人が一番よくわかっている。血液を直接触らない程度でよい。 

◆職場内の説明とプライバシー保護・・・誰にどのように開示するかは、本人と十分打ち合わせをしてとり決

める。通院や身体的負荷の軽減が必要であれば、直属の上司には開示すべきかもしれないが、その場合も本人

の了解が前提となる／障害者として雇用されたことは知っているが免疫機能障害とは知らない他の社員にどう

説明するか、顧客から質問された時にどう答えるか等は、他社の事例を踏まえて社内方針を決めておくことが

望ましい／当事者が障害開示を希望し周囲の受けとめ方に不安がある場合は、社員研修を開催する  

表 2 情報提供の概要 
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者雇用全般に関する企業への相談・支援を行って

いる当センターが担当している。当センターは、

障害種類を限定していないため、さまざまな企業

との接点が多い。そのため、障害者雇用の一環で

免疫機能障害についても気軽に相談に応じ、情報

提供や周知啓発を行うことにより、支援ニーズを

把握して、ぷれいす東京の専門的な支援につなげ

るといった連携を行っている。  

 

４ 企業に対する支援の実際 

 ぷれいす東京と連携して行った企業への雇用支

援事例を紹介する。全般的に行っている情報提供

の概要は表２のとおりである。  

 

 (1)企業の人事担当者を対象にした相談 

 企業人事担当者との相談は、基本的に当センタ

ーへの来所や電話にて行っており、各種資料（表

３）を活用して情報提供している。免疫機能障害

者の採用にあたって社内の了解を得るため詳細な

データがほしいという企業もあり、その場合はぷ

れいす東京に協力を依頼している。  

 

 

(2)企業の人事担当者を対象とした研修 

 当センターでは、企業の人事担当者を対象に障

害者雇用に関する研修会を定期的に行っている

が、そのうちの１回を「免疫機能障害者の雇用管

理」と題して開催した（表４）。時間は 2.5 時間

とし、質疑応答の時間を十分に確保するよう努め

た。参加者は 8 社であり、活発な質疑応答が行わ

れた。参加者からは、従来のイメージを払拭した、

他社での多様な事例紹介や当事者の生の声を聞く

ことで理解ができたとの意見が寄せられた。 

 

(3)企業の社員を対象とした研修 

企業の人事担当者から、配属予定部署の社員に

対して HIV に対する研修をしてほしいというニー

ズがあった場合、企業を訪問して実施している。

参加者の HIV に対する考え方を想定しながら、ぷ

れいす東京や企業人事担当者と相談し、さまざま

な方法で研修を行っている。   

①HIV についての知識付与を主として行った例 

 配属予定部署の社員を対象として、企業にて 30

分～１時間で行った。ぷれいす東京専任相談員が

講師となり、HIV の基礎知識について説明し、疾

病を解説した DVD を視聴した。最後に質疑応答を

行い、疑問や不安感を聞き出しながら必要な情報

を具体的に提供した。HIV について一定の理解は

得られたが、イメージが根強い場合は不安を払拭

しにくい場合もあった。 

②若い社員を対象として行った例 

 20～30 歳代の店舗社員を対象として、店舗内で

開店前や休憩時間を利用して 30 分～１時間で行

った。ぷれいす東京の専任相談員と当事者である

スタッフが講師となり、HIV の基礎知識について

○×のクイズ形式で参加型の手法をとりながら説

明した。当事者から体験談をまじえながら進行し

、質疑応答の時間も設定した。研修終了後も講師

を囲んで質問が絶えず、身近なこととして理解し

・「障害者雇用マニュアル HIV による免疫機能障

害者の雇用促進」（2010 年 2 月、独立行政法人高齢・

障害者雇用支援機構） 

・「HIV／エイズとともに生きる人々の仕事・くら

し・社会」 1) 

・ぷれいす東京ニュースレター2004 年 2 月号  

・「事例で学ぶ職場と HIV」（2006 年 3 月、ぷれい

す東京）  

1 ぷれいす東京専任相談員による基礎知識の講義 

・HIV 陽性者の社会生活に関する全国実態調査 

・企業からの採用に関する相談事例 

2 専門医による疾病の解説（DVD） 

・HIV ウイルスと治療 

・感染経路と感染可能性 

3 免疫機能障害者を雇用している企業担当者による

雇用の実際紹介（インタビューDVD） 

・雇用のきっかけと社内の効果 

・障害開示に対する社内の反応と人事部の対応 

4 特定非営利活動法人 HIV 陽性者ネットワークジャ

ンププラスの当事者による体験談 

・就労している HIV 陽性者が抱える悩みと状況 

・病気を開示した時の職場の反応と思い 

5 質疑応答  

表 3 情報提供で使用している資料 

表 4 企業人事担当者を対象とした研修会の内容 
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ようという土壌ができたと思われる。 

③雇用予定者について説明した例 

 雇用予定者の配属部署の社員を対象として、企

業の会議室で 30 分～１時間で行った。事前に当セ

ンターが雇用予定者と相談を行い、障害の状況や

職場に配慮を求めたいこと等について確認してお

き、当日は一般的な HIV に関する情報提供と併せ

てそれらを説明した。当事者に直接質問しにくい

ことも確認できるため不安を解消できたと思われ

る。 

 

(4)雇用時の障害開示に関する個別相談例 

 企業の依頼により、雇用予定の免疫機能障害者

と企業人事担当者の相談に、ぷれいす東京専任相

談員と当センターが同席した。企業は、配属部署

の社員全員に障害を開示したほうがよいと考えて

いるが、雇用予定者は上司と人事担当者のみに開

示してほしいとの意向があり調整が必要であっ

た。 

 ぷれいす東京専任相談員から、HIV 陽性者は障

害名や病名を周囲に知らせていない場合が多く知

らない間に病名が知られる不安が強いことを説明

し、他社における開示のしかたやスムーズな受け

入れ事例等について紹介した。企業からは、HIV

や個人情報保護に関する社内研修の実施状況や他

の障害のある社員の状況について説明があった。

その後、雇用予定者と企業が協議しどの範囲でど

のように開示するか取り決めた。企業の実情と当

事者の意向を踏まえながら、ぷれいす東京専任相

談員から類似の他社事例等を情報提供することに

より、双方が納得できる結論を導き出せたと思わ

れる。 

 

５ 企業への雇用支援のポイントと課題 

 企業の人事担当者は、漠然とした負のイメージ

と雇用管理の見通しが不透明なことによる不安、

社内理解に関する自信のなさを持っていることが

多い。そのため、就労している免疫機能障害者に

関する正確な情報を提供すること、他社事例を収

集して雇用管理に関する助言を行うことが有効だ

と思われる。また、感染可能性と個人情報保護の

ジレンマを一人で抱え込まないよう具体的な助言

を行い、企業方針を明確に定められるよう支援す

ることが重要である。 

 配属部署の社員は、漠然とした負のイメージと

感染の恐怖、どう接すればいいのかといった不安

感を持っていることが多い。そのため、当事者の

体験談等により具体的で前向きな印象を与えるこ

と、感染可能性について職場に即して説明するこ

とが有効だと思われる。また、職場で障害を開示

するのは信頼の表れであり非常に勇気のいること

だという当事者の思いを紹介し、生身の人間とし

て身近に感じてもらうことが重要である。 

 いずれの場合も、免疫機能障害というだけで一

括りにせず、考え方や適性には個人差が大きいた

め当事者個人を尊重するよう伝えていくことが必

要である。 

社員の中には、病気を開示せず勤務している

HIV 陽性者や感染の心当たりがある人もいること

にも留意が必要である。HIV について詳細に説明

するとセクシャリティに関する話題につながりや

すいが、職場ということもあり、どの程度踏み込

んで説明すればよいか、また職場で受け入れられ

るのかといった課題もある。 

  

６ おわりに 

「この企業は免疫機能障害者を雇用している」

と公にすることは、現時点では難しい状況にある。

他の社員や顧客に与える影響が懸念されるためで

あり、他の障害者の雇用と比較すると差別的な反

応がいまだ根強いことを実感している。 

 今後、多くの人が HIV を正しく理解し、HIV 陽

性者が障害を開示しやすくなり、免疫機能障害者

を雇用していると企業が堂々と公にできるよう、

ぷれいす東京と連携してさまざまな手法をとりい

れながら効果的な雇用支援を行っていきたい。 

 

【参考資料】 

1) 厚生労働省科学研究費補助金エイズ対策研究事業地域にお

ける HIV 陽性者等支援のための研究班：「HIV/エイズとともに生

きる人 々の仕 事 ・くらし・社 会  『HIV 陽 性 者 の生 活 と社 会 参 加

に関する調査』報告書」(2009) 

2)Ann Intern Med 146:87(2007) 
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難病のある人の地域就労支援の効果の経時的評価 
－モデル事業における支援対象者の視点から－ 

 

春名 由一郎（障害者職業総合センター社会的支援部門  研究員） 
  
１  はじめに 

医療の進歩に伴い、多くの難病は慢性疾患化し、

共通した課題として、継続的な疾患管理と職業生

活の両立を可能にする労働と医療の連携した取組

が重要となっている。難病のある人への就労支援

のあり方については、横断的調査1)により職場配

慮の重要性が明らかになっている。しかし、就職

前や就職後の様々な職業的課題、地域の様々な支

援、本人の取組等も含めた総合的な就労支援のあ

り方はいまだ明らかでない。 

本研究では、難病のある人への就労支援モデル

事業における支援対象者の追跡調査により、職業

生活の局面の変化、地域の支援の利用、職場の取

組、本人の就労動機等の変化に伴う職業上の課題

の変化を分析し、効果的な地域支援のあり方を明

らかにすることを目的とした。 

 

２  方法 

（1）モデル事業の内容 

当センター特別研究「障害者の自立支援と就業

支援の効果的連携のための実証的研究」における

モデル事業として、労働・福祉・医療・教育等の

関係機関の連携調整により就業準備、就職、職場

適応、就業継続、キャリアアップ等に一貫した取

組を実施する法人を公募し、難病相談・支援セン

ターを運営している4地域の法人に就業支援コー

ディネーターを配置し実施を委託した。実施期間

は、平成21年３月～22年３月であった。各地域の

具体的な支援内容は、障害者職業総合センター研

究員と各地の代表によるモデル事業推進部会を年

間4回開催し、意見交換をしつつ決定した。 

（2）定期的調査 

モデル事業における、支援対象者のうち、労働

年齢にあり同意を得られた者を個別登録し、登録

時、中間時、終了時の３回、定期的に調査票を送

付し、郵送による調査を行った。登録者の募集は、

就労支援コーディネーターが行い、各地でモデル

事業内容と定期的調査についての説明を行った後

に、書面での同意を得た。 

職業生活上の課題は、就職前（職業準備、就職

活動、就職成果）、就職後（職場適応・就業継

続）の各局面での問題発生状況と、主観的な自信

や満足感について尋ねた。職場、地域、本人の取

組については、地域の様々な機関等の利用、職場

での物理的・人的・制度的等の配慮状況、モデル

事業での支援内容への本人評価、本人の就労動機

や楽観性等を尋ねた。質問項目は、課題について

は70問、取組については157問とした。 

（3）定期的調査への回答者 

90名がモデル事業の定期的調査への協力に同意

し登録した。そのうち、定期的調査に最低2回の

回答があった70名の回答を分析対象とした。対象

者の疾患名と人数は、全身性エリテマトーデス10

名、クローン病９名、潰瘍性大腸炎３名、ベー

チェット病５名、モヤモヤ病３名、サルコイドー

シス３名、メニエール病３名、パーキンソン病２

名、レックリングハウゼン病３名、後縦靱帯骨化

症３名、大腿骨頭壊死２名、網膜色素変性症２名、

多発性硬化症２名、混合性結合組織病２名、拡張

型心筋症２名、二分脊椎症２名、その他、脊髄小

脳変性症、重症筋無力症、ハンチントン病等各１

名の疾患が16名であった。また、男40名、女30名、

平均年齢は41.5歳±11.8歳（標準偏差）、身体障

害者手帳のある人は27名（重度10名、重度以外17

名）、精神障害者保健福祉手帳をもつ人が１名、

手帳のない人が43名であった。 

（4）分析 

 本モデル事業における、多岐にわたる職業的課

題と職場・地域・本人の取組について、前後の変

化の類似によって主要なグループとしてまとめる

ため、それぞれ主成分分析（ﾊﾞﾘﾏｯｸｽ回転）した。 

さらにその主要な職業的課題と職場・地域・本

人の取組の変化の主成分得点間の相関分析を行っ

た。図に示すように、この分析における、負の相

関係数は、取組がある場合に職業的課題が少ない
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ことを示し、解釈としては問題解決に効果的な取

組を示唆する。逆に正の相関係数は、取組がある

場合に職業的課題が多いことを示し、解釈として

は職業的課題が多いときに取組が多くなっている

が必ずしも効果的に問題解決の効果が上がってい

ない取組であることを示唆する。 

（5）研究倫理 

当モデル事業と定期的調査について、当セン

ター研究主幹の委嘱による外部の専門家を含む委

員会による審査を受け、承認を得た。 

 

３  結果 

（1）職業的課題と取組の変化 

職業的課題と、職場・地域・本人の取組の変化

を、それぞれを主成分分析した結果、課題につい

て17成分（累積因子負荷量85.4%）、取組につい

て39成分（同92.2%）を得た。各成分得点は標準

化（平均０、標準偏差１）されているが、分布の

偏り（歪度）は異なっており、歪度の順位で、そ

れぞれを表１、表２に示す。 

歪度が正の方向に大きいことは、モデル事業の

初期よりも後期で課題が減った人が多いことを示

し、負の方向は逆である。モデル事業の経過に

よって、就職後の課題が減少し、モデル事業への

満足度が増加している人が多かったことを示す。

一方、運搬作業でのストレスは増加し、処遇や職

業満足では低下した人が多かった。また、「職場

とのコミュニケーションなく仕事をすること」と

いう成分についての問題が増加しているというこ

とは、逆に言えば、職場とのコミュニケーション

のない状況で仕事をする人が減少したことを示し、

ある意味状況の改善を示す。その他の多くの課題

については、モデル事業での変化には特に特徴は

なかった。また、地域差もなかった（表１）。 

 

一方、職場、地域、本人の取組では、就職後の

職場の取組として、仕事中の休憩等への職場の理

解と協力、マンツーマン個別指導等が減少し、地

域支援の利用では、特別支援学校の先生への相談、

障害者手帳を活用して専門援助部門を利用、就職

後の生活支援、当事者団体への就労相談、福祉的

な就労支援の利用が減少した。モデル事業の支援

としては特に、支援者の秘密厳守、職場実習、職

場への同行支援が少なくなっていた。また、本人

の経済的自立・普通生活等の就労動機が減少して

表 1．職業的課題の前後差 17 成分の得点分布の歪度 

変化した職業的課題の内容 歪度 P 

就職後の職務遂行一般 7.44 .00

職務遂行と通院の両立 7.24 .00

配慮や病気の説明をして知的仕事 7.02 .00

全般的なモデル事業への満足 2.13 .00

適当な報酬を得ること 1.03 .00

フルタイム労働（労働時間の延長） .79 .00

全般的な生活満足と十分な収入 .12 .33

疾患管理や支援利用、自己主張の自信 .07 .40

職場への配慮伝達と自分アピール .03 .45

病気の誤解されない説明と将来展望 .01 .48

一般雇用就労 .01 .49

就職面接や就職活動一般 -.09 .38

就業継続と昇進 -.44 .06

職場実習等で能力発揮可能な仕事調査 -.45 .06

ストレス対処と運搬 -.73 .01

処遇や職業満足 -1.09 .00

職場とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝなく仕事をすること -6.71 .00

↑
問題有

↑
取組有

↓
問題低下

↑
問題残存

取組が効果
的な場合

取組が効果
的でない場合

→
取組無

↑
問題残存

問題に対し
て多い取組

時間経過

↓
取組低下

↑
問題有

負の相関負の相関

正の相関

無相関

図．職業的課題の問題の有無と、取組の有無との時間的な因果関係の模式図
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いた（表２）。 

一方、職場での取組として増加した人が多かっ

たものは、主治医と職場での仕事内容チェック、

勤務時間の変更、短時間勤務、本人の意見を聴い

て仕事内容を個別調整すること等であった。地域

支援の利用で増加したものは、トライアル雇用で

職場との意思疎通促進、医師が本人の話を聞いて

理解・協力すること等であった。また、本人の将

来に対する楽観的傾向が増加した。また、福祉施

設の就労支援の利用だけは増加と減少で地域差が

認められたが、その他は地域差はなかった。 

（2）職業的課題と取組のそれぞれの変化の相関 

上記、職業的課題の変化と、取組の変化の相関

関係について、統計的有意な関係が認められたも

のを、負の相関と正の相関に分けて表３に示す。 

就職後の職務遂行上の課題が全般的に減少して

いたことは、職場で本人の意見を聴いて業務改善

する取組の増加、同僚・上司の理解・協力の増加

等と関係していた。職務遂行と通院の両立の課題

が減少していたことも、職場で勤務時間の変更や

短時間勤務、無理のない仕事への配置等が増加し

たことと関連し、また、職場への病気や配慮の説

明の課題の減少には就労支援コーディネーターの

支援提案や職業評価の増加が関連していた。さら

に、職場でのコミュニケーションがない状態での

就労が減少したことは、同僚や上司の理解・協力

や医師の関与が減少した一方で、職場で本人の意

見を聴いて業務改善する取組が増加したことと関

連していた。処遇や職業生活への満足の低下は、

職場の施設改善やマンツーマン指導の減少と関連

していた。ストレスと運搬作業の問題の増加には、

能力的に無理のない仕事への配置ができていない

こと等が関係していた。その他、職業的課題への

効果的な取組を示す負の相関がかなり認められた。 

一方、職業的課題と取組の変化が正の相関を示

すものも多く認められた。特に、トライアル雇用

での職場理解促進の取組の実施は、フルタイム労

働の成果は少なかった。また、職場に必要な配慮

を伝え自分をアピールする課題に対してモデル事

業の就労支援コーディネーターを中心として本人

ニーズに沿った支援が実施されたが、これも効果

が上がっていなかった。 

 

４  考察 

本モデル事業では、就職している難病のある人

の職業的課題の減少が認められ、それに対しては、

主に職場での取組が増加していることが関係して

いた。就職者については、本人と職場のコミュニ

ケーションが行われ、職場の理解や協力、仕事へ

の配置や仕事の条件の調整が進んだと考えられる。

これは、就職後の職場と本人のコミュニケーショ

ンの重要性を示すものであり、また、職場におけ

る配慮等の内容への専門的提案その他の事業主支

援の重要性を示唆するものである。 

また、就労支援コーディネーターが様々な職業

表 2．取組の前後差 39 因子成分得点の分布の歪度 

変化した取組の内容 歪度 P 

仕事中の休憩等への職場の理解と協力 6.92 .00

支援者の秘密厳守、職場実習 5.99 .00

職場でのマンツーマン個別指導 5.64 .00

特別支援学校の先生への相談 4.99 .00

職場への同行支援(子ども扱いの傾向) 3.63 .00

障害者手帳で専門援助部門を利用 3.35 .00

経済的自立・普通生活等の就労動機 2.03 .00

就職後の生活・地域支援 1.86 .00

職場の施設改善 .66 .01

当事者団体への就労相談 .58 .02

福祉的な就労支援の利用 .54 .03

保健師、ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰへの就労相談 .32 .13

職業能力の評価 .29 .16

家族、友人、知人への就労相談 .27 .16

面接、履歴書の就職セミナー等 .26 .18

通院の配慮 .21 .23

難病相談・支援センターへの就労相談 -.11 .36

就業・生活支援ｾﾝﾀｰでのｷｬﾘｱ進路支援 -.13 .33

ストレス対処や疾患自己管理訓練 -.13 .32

医療・生活・労働の本人中心の支援 -.19 .25

同僚・上司の理解と配慮、協力 -.22 .22

コーディネーターの支援提案力 -.31 .14

職業訓練校の利用 -.32 .13

ハローワーク一般窓口での就職活動 -.44 .06

関係機関のケース会議、職業相談 -.55 .03

就職後も病気やｷｬﾘｱの継続的な支援 -.58 .02

本人の楽観性 -.61 .02

医療リハ、職業訓練機関の見学 -.78 .00

能力的に無理のない仕事への配置 -1.18 .00

仕事内容や職場状況の確認・相談 -1.25 .00

資格取得、職業技能訓練 -1.65 .00

自治体相談窓口への就労相談 -1.68 .00

医師が本人の話を聞いて理解・協力 -1.76 .00

作業マニュアルやテキスト -2.03 .00

自分で一般求人で就職活動すること -2.28 .00

ﾄﾗｲｱﾙ雇用で職場との意思疎通促進 -2.84 .00

本人から聴いて仕事内容を個別調整 -4.11 .00

勤務時間の変更、短時間勤務 -4.73 .00

主治医と職場での仕事内容チェック -7.69 .00
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的課題に対して実施している直接の取組の効果は、

病気や配慮の職場への説明等一部に限られていた。

一方、職場側の本人との意思疎通による理解・配

慮が最も就労課題に影響し、また、就労支援機関

による仕事内容や職場状況の把握とマッチングの

取組や、本人の就労動機や楽観性も重要であるこ

とが明らかになった。これらのことから、難病の

ある人の就労支援においては、難病相談・支援セ

ンターが病気や配慮の説明や本人の心理的励まし

等に関与しながら、無理のない仕事や条件にあう

職場への正確なマッチングを行えるようにハロー

ワークや職業訓練校と連携するとともに、職場で

の継続的なナチュラルサポートのためのコミュニ

ケーション支援が重要であると考えられる。 

難病のある人への地域関係機関が連携した支援

のあり方は未確立であり、本研究はモデル事業と

いっても特に支援内容を統一せず4地域の各法人

の提案に基づく支援を実施した。その結果、多岐

にわたる課題や取組について、観察的ではあるが

追跡調査により効果的な職場や地域の取組の示唆

を多く得られた。さらに効果的な取組を実施する

介入的モデル事業により、より科学的根拠の強い

データを得ることができるだろう。また、難病の

地域就労支援には依然大きな地域差等があり、横

断研究による効果的な取組の特定も重要である。 
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表3．職業的課題の変化と取組の変化の相関

職業的課題の変化 負相関の取組の変化
相関
係数

p 正相関の取組の変化
相関
係数

p

本人の意見を聴いて仕事内容を個
別調整

-0.62 0.00 医療リハ、職業訓練機関の見学 0.28 0.02

同僚・上司の理解と配慮、協力 -0.4 0.00
職場の施設改善 -0.25 0.04
勤務時間の変更、短時間勤務 -0.78 0.00
福祉的な就労支援の利用 -0.29 0.01
能力的に無理のない仕事への配置 -0.25 0.03
職場の施設改善 -0.25 0.04
コーディネーターの支援提案 -0.4 0.00
職業能力の評価 -0.26 0.03

職業訓練校の利用 0.36 0.00
経済的自立・普通生活の就労動機 0.35 0.00

作業マニュアルやテキスト -0.46 0.00 当事者団体への就労相談 0.28 0.02
通院の配慮 -0.42 0.00
本人の楽観性 -0.24 0.05

フルタイム労働（労働時間
の延長）

トライアル雇用で職場とのコミュニ
ケーション促進

0.27 0.02

本人の楽観性 -0.25 0.04 職場の施設改善 0.28 0.02
仕事中の休憩等への職場の理解と
協力

-0.24 0.05 主治医と職場での仕事内容チェッ
ク、医療機器使用

0.27 0.02

本人の楽観性 -0.49 0.00
マンツーマン個別指導 -0.35 0.00
資格取得、職業技能訓練 -0.24 0.04

職場に必要な配慮を伝え
自分をアピールする

医療・生活・労働の本人中心の支援 0.31 0.01

職場への同行支援（子ども扱いの傾
向）

0.31 0.01

コーディネーターの支援提案 0.25 0.04

就職面接や就職活動一般 仕事内容や職場状況の確認・相談 -0.29 0.01 コーディネーターの支援提案 0.26 0.03

就業継続と昇進
自分で一般求人で就職活動すること -0.33 0.01 仕事中の休憩等への職場の理解と

協力
0.29 0.02

作業マニュアルやテキスト -0.3 0.01
（その他の障害判定、秘密厳守、職
場実習）

-0.25 0.04

能力的に無理のない仕事への配置 -0.51 0.00
主治医と職場での仕事内容チェッ
ク、医療機器使用

-0.47 0.00

職場の施設改善 -0.26 0.03 主治医と職場での仕事内容チェッ
ク、医療機器使用

0.60 0.00

通院の配慮 0.29 0.02
同僚・上司の理解と配慮、協力 0.25 0.04

同僚・上司の理解と配慮、協力 -0.42 0.00
主治医と職場での仕事内容チェッ
ク、医療機器使用

-0.26 0.03

配慮や病気の説明をして
知的仕事をすること

病気の管理やサービス利
用、意思主張等の全般的
自信

職場への同行支援（子ども扱いの傾
向）

0.63 0.00

医療リハ、職業訓練機関の見学 0.25 0.04

0.05

職場でのコミュニケーショ
ンがなく仕事をすること

本人の意見を聴いて仕事内容を個
別調整

0.65 0.00

全般的な生活満足と十分
な収入

適当な報酬を得ること 医療リハ、職業訓練機関の見学 0.24

全般的なモデル事業への
満足

仕事中の休憩等への職場の理解と
協力

-0.31 0.01

就職後の職務遂行一般
当事者団体への就労相談 0.24 0.04

職場実習等で自分の能力
を発揮できる仕事を調べ
る

能力的に無理のない仕事への配置 0.25 0.03

処遇や職業満足
マンツーマン個別指導 -0.25 0.04

一般雇用就労
職業訓練校の利用 -0.24 0.04

同僚・上司の理解と配慮、協力 0.26 0.03
ストレス対処と運搬

職務遂行と通院の両立
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就労への好循環を支える条件と検証 

－制度の運用におけるインフォーマルな支援－ 

 

中村 正利（宮城県知的障害者福祉協会  会長／まどか荒浜  施設長） 

 
１ 狭き門への挑戦 

(1)苦戦のなかでの曙光 

 就労移行支援事業が華々しくスタートしたのに、

雇用環境が不安定な政治状況、深刻な円高・デフレ

の吹き荒ぶなかで、氷河期さながらの苦戦を強いら

れている。 

一般就労先の開拓どころか、職業準備性を身に付

けるための企業実習先の受け入れも、切り詰めた社

員数では人手を割けないことを理由に断られるケー

スが少なくなく、極めて狭き門である。 

そのような中で、職親協力事業者の存在は、一縷

の希望をつなぐ干天の慈雨である。当施設でも、知

的障がいをもつ利用者のうち、１０人ほどが職場実

習訓練を受けている。採用への夢を抱いて、表情も

明るい。 

(2)就労支援センターによるサポートへの信頼 

仙台市が設置し、10 年の歴史を刻んだ任意の「障

害者就労支援センター」では、実習段階でも、ジョ

ブコーチ（以下「ＪＣ」という。常勤２人、登録８

人。）を付けてくれるので、協力事業者も、利用者も

心強い。何くれと利用者の抱える課題を掴み取って

解決の労を惜しまず、事業者との連携を小まめに果

たしてくれる信頼の存在だからだ。しかし、順風満

帆な航海は、突然、白昼夢に帰することになる。 

 

２ 白昼夢からの暗転のシナリオ 

(1)事例紹介 

ことの発端は、「就労支援センター」の運営が「指

定管理者」の入れ替えによって、ベテラン職員の引

き揚げ、ノウハウを備えたＪＣ全員の雇い止めとい

う予想だにしない態勢の変化が生じたことにある。 

それだけではない。頼みの綱のＪＣの派遣条件に

見直しが掛ったから、びっくり仰天した。 

「①ＪＣの派遣要件は、職場適応にあり、『職親』

には、適用がない。②ＪＣには、有資格者を充てる

べきであり、新スタッフのなかには、有資格者がい

ない。だから派遣できない。③それほど有効と考え

るなら、移行支援事業者がその職員を派遣すれば、

済むことではないか。」というのが理由のようだ。 

(2)「事業継承の原則」が崩れるとき 

ああ！“神は死せり（Gott ist tot！）”ニーチェ

の嘆きが聴こえそうだ。任意性の「センター」なら

ではの自在性のメリットは、どのように生かされる

のだろうか。管理主体の入れ替わり、引き揚げによ

る混乱と後遺症が治癒されないまま、現場では、混

乱と不信が渦巻く。「新しい公共」のモデルケースな

のに、「事業継承の原則」と、それを「評価・監督す

べき責任主体」は、どこを彷徨っているのだろう。 

 

３ 福祉の原点に立ち返って！ 

(1)事例から析出される提起課題 

上述の事例紹介は、就労移行支援の取り組みに当

たって、公的制度を補強し、その実効を上げるため

に、何が必要なのだろうかを考える好個の材料とし

て提起したに過ぎない。 

改めて、①就労移行支援事業の推進にとって、必

要な条件とは何か。②制度の運用管理に際して、大

切に守らなければならない原則とは何か。③三障害

統合の理念の片隅に置かれがちな知的障がい特有の

課題に対するフォローの在り方が問われる。 

(2)運用における合理性とは？ 

法の運用に際して、コンプライアンス（法令遵守）

の枠内で、法に「覇束（きそく）」され過ぎず、趣旨

目的の合理的解釈からする「自由裁量性」に立脚し、

より良き調和律を、どのように構築していくべきか。

また、「指定管理者制度」の本質や有期性ゆえの基盤

の脆弱性・リスクをどう補強し、担保していくべき

か。上述の事例が課した教訓・本質を学びとらなけ

れば、就労移行支援の前進はないからだ。 

(3)見えない「くさび」だから 

「くさびだから／大事なところに打つ。／くさび

だから／目にみえないところに打つ。（相田みつお美

術館）の箴言をひもとくまでもない。ＪＣの機能は、

屋台骨をシッカリと支える「目に見えない大事なく

－246－



さび」の存在である。就労移行支援は、利用者の自

立支援の 先端に置かれながら、試行錯誤の段階に

ある。逃げ水を追いかけるに似た挫折を味わうこと

も少なくないきつい仕事であり、ヒューマンなフォ

ローが重要と考える。 

(4)インフォーマルなサポートが大事 

就労機会の局面はⅨ区である。それだけに、四角

四面のフォーマルな対応だけでは、実習⇒雇用への

局面が開けない。インフォーマルな機能が果たす役

割の大きいことは、言うまでもない。本来、 も重

視すべき価値の比較衡量〔社会的妥当性など〕によ

る判断が必要と考えるのだが。 

 

４ 教訓から導かれること 

(1)権利条約を見据えて 

就労移行支援事業を巡る制度的・事業的充実のテ

ンポは、これから加速されるであろう。とりわけ、

障がい者権利条約、ディーセントワーク（人として

差別なき当然の労働基準）など欧米の先進的人権思

想が堰を切ったように押し寄せてきている。 

(2)理念から活動へ 

ソーシャルインクルージョン（SI）が、再び脚光

を浴びてきた。国内法との余りの落差ゆえに、日本

では遠い先のことと知識レベルに留めていた福祉関

係者も少なくない。EC 統合の理念「多様性の中の統

合」に篭められた歴史性とリベラル性がこれからの

「障がい概念」を塗り替えるだろう。デカルト、カ

ントなどの「合理性」に挑んだ哲学の系譜が、理念

に止まることなく、行動規範として、深く人間社会

の在り方に定着していることに羨望するばかりである。 

だから、早晩、権利条約の批准となったところで、

that’s all と手放しで喜ぶことは早合点に過ぎる。

国から与えられることを前提とした「待ち」の姿勢

では、実態が大きく変わることが期待できまい。政

治学者の丸山真男東大教授が 1970 年代に喝破した

日本人特有の「目的意識に基づく主体性の欠如」、更

には「他者感覚のないところに人権は育ち難い。」の

原型＝古層は、戦後の長い年月を経ても、何ら変質

を遂げなかった固い凍土だからである。「合理的配慮

概念」が民意で変わり得る多義的概念だけに、その

具体化とそのプロセスが問われる。 

（3）就労前の訓練支援に施策面の補強を 

深刻なのは、①雇用率が高まらないこと、②一般

就労率が下げ止ったまま推移していること。その要

因に、現行法制のなかで、就労前の就労支援施策の

立ち遅れが挙げられる。例えば、就労移行支援の有

期制の問題だけはない。就労への初動段階である職

業準備性を身に付けるための企業実習や職親訓練に

おいて、中を取り持つ支援機能の役割が極めて大事

でありながら、制度的補強は、これからである。就

労移行事業者に JC を出せと言われても、報酬単価の

削減が響いて、人件費の圧縮で凌いでいる現場事情

からは、法定配置基準を上回る人員の増強は厳しく、

JC 配置を期待するには限度がある。 

また、JC の資格取得に当たって、必要経験年数に

「障害者就労・生活支援センター」の期間がカウン

トされているのに、任意の「就労支援センター」の

期間が除外されているのは、どうしたことであろう。

開拓期だけに現実性を欠いた不可解な現状である。

「労働及び雇用についての合理的配慮の権利が実現

されることを保障し促進」することを謳った権利条

約の趣旨を踏まえた運用が俟たれる。 

就労支援センターに JC の設置が無理なら、企業と

利用者間で支援やコーディネート、専門相談を通し

て雇用へ結びつける支援機能を発揮できる機関を創

設するなど施策的展開ができないものであろうか。 

 

５ 終わりに～指定管理者制度考察 

指定管理者制度は、「官⇒民」を受けて、障がい者

施設など福祉の社会資源運営に数多く登場してくる

仕組みだ。事例に関連して、課題に触れておきたい。 

指定管理者制度にあっては、行政と指定管理者の

法的関係は、管理の代行という行政処分であり、委

託とか契約ではないという。それだけに、①選考過

程における恣意・専断の余地のない公正性の担保。

②行政と民間との新しいパートナーシップに基礎を

置く限り、その効用を 大化するため、機能性とし

てどれだけ自在度が担保されているか。③両者間に

おける信頼関係の確保が、持続条件としての重要性

を喚起したい。それには、一方的な従順を排除し、

忌憚なく夫々の課題をぶつけ合い、アウフヘーベン

によって相乗効果に結びつける積極的努力の積み重

ねが求められる。それだけに、支援事業者等関係団

体との信頼関係を高める日常の緊密な連携と協働が

一層、重要となると考える。 
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チーム支援と地域でのネットワーク作り 
－多職種の連携－ 

 

亀井 あゆみ（社会福祉法人かんな会 障害者就業・生活支援センター トータス  生活支援ワーカー） 

  
１ センターの概要 

 当センターは群馬県藤岡市にあり、社会福祉法

人かんな会が、平成20年５月１日に県の単独事業

として就業支援センターの委託を受ける。 

２年後の平成22年４月１日より、厚生労働省・

群馬県より委託を受け、障害者就業・生活支援セ

ンターとなり、新たなスタートを切った。 

  

２ 所管地域の状況 

（1）圏域 

群馬県の南西部に位置し、埼玉県と長野県に隣

接している藤岡市、富岡市の２つの保健福祉圏域

（２市３町２村）が所管地域である。 

藤岡圏域（藤岡市、神流町、上野村） 

富岡圏域（富岡市、甘楽町、下仁田町、南牧村） 

 

（2）人口 

２つの圏域を合わせた人口数は、約13万８千人

（平成22年９月１日現在）。群馬県の総人口の約

７％。 

 

３ 当センターの利用状況 

登録者数は約200名（平成22年９月末現在）障

害別の割合は身体障害者が17％、知的障害者が

34％、精神障害者47％、その他が２％であり、精

神障害者の中には、精神保健福祉手帳を取得して

いる高次脳機能障害者や発達障害者も含まれる。 

 

表１ 登録者数の割合 

 

 

４ 圏域内の社会資源 

（1）施設 

 身体障害、知的障害、精神障害と各障害者の利

用できる社会資源はあるが、施設数が多いとは言

えないのが現状である。また、高次脳機能障害や

発達障害の支援を行っている施設がなく、精神障

害の施設利用が主となっている。 

 

（2）医療機関 

 病床数300以上の精神病院から、通院やデイケ

ア併設の精神科、心療内科もある。最近は県内全

域で精神科のクリニックが増えている傾向もあり、

他市への受診も増えている。 

 

５ 事例を通して 

 （精神障害者へ医療機関と連携を取りながら行った

支援の事例） 

① 本人情報 

氏 名：Ａ子さん 

性 別：女性 

年 齢：32歳 

診 断：統合失調症 

制 度：精神保健福祉手帳 

     年金は今後申請 

家 族：（同居）父・母  （別居）兄・弟 

学 歴：小・中・高校（普通学級を卒業） 

職 歴：高校卒業後に就職 

製造業→飲食店→パン製造→荷物の仕

分け（すべてクローズで就職） 

生活歴：就職と同時に一人暮らしを始める。仕

事のストレス、ホームシック 

     対人関係の問題等、色々な状況が重な

り実家へ戻る。 

通院歴：一人暮らしをしていた頃、引きこもり

状態になり内科を受診（20歳）、22歳

の時に精神科を受診。 

     以後、県内の精神科、クリニック等

10ヶ所くらい転々とし安定した通院が

地域／障害 身 体 知 的 精 神 その他 総 数

藤岡圏域 12 31 33 1 77 

富岡圏域 18 27 49 4 98 

その他の地域 4 12 13 0 29 

障害種別計 34 70 95 5 204 

－248－



できていない状況であった。 

 

② Ａさんの課題 

（病気） 

・一度通院しても、また別の病院に変えてしまう。 

・拒薬傾向がある。 

（就労） 

・精神的に安定してくると就職活動をする。 

・長く続かない。 

（コミュニケーション） 

・会話をしていても場が読めない。 

・話の流れに乗れない。 

 

③ 就職から休職まで 

 

 

 

 

 

 

（職務内容） 

・高齢者施設の厨房（食器洗浄、調理補助等） 

（就業時間） 

・午後３時30分～午後８時30分 

（状況） 

・終業が午後８時30分で、帰宅してからなかなか

寝付けず、翌日は出勤時間の直前まで起きられ

ない。 

・障害をクローズで就職するも、途中から苦しく

なり、事業所に自分で病気のことを打ち明ける。 

・就職活動をしていた時は、通院をしており活動

的であったが、就職が決まり徐々に受診もせず

服薬も中断してしまい、仕事に行けなくなって

しまう。 

 

④ 役割分担とサポート体制 

・休職し始めた時の課題 

１）定期受診が出来ていない 

（本人の理由）主治医が男性で、診察時に自分の

状況をうまく伝えられない。 

２）服薬が継続できない 

（本人の理由）処方された薬を服薬すると、調子

が悪くなってしまうので、自分 

で調整してしまう。 

３）生活リズムが整わない 

（本人の理由）夜、仕事が終わって帰宅すると、

なかなか寝付けない。早朝まで起

きている。 

４）考えることが面倒になっている 

（本人の理由）人間関係も面倒になり、イライラ

する。幻聴、被害妄想もある。 

・Ａさんは、服薬を中断して、調子が悪くなって

くるとまた別の病院を受診。今までそれを繰り

返していた。関わっている機関も、その時に受

診していた病院のみであった。 

 

④ サポート体制作り 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人の課題に対する支援を考え、役割分担によ

りサポート体制を作り、支援者の中でどこかに大

きな負担が掛からないようにバランスを考えた。 

 

⑤ 復帰に向けた動き（それぞれの動き） 

 

 

 

１）休職 

（事業所） 

・治療に専念、復帰を待って下さる。 

（当センター） 

・Ａさんから連絡が来るまで、メールを送り続け

る。 

・受診の必要性を伝え、受診同行。 

２）治療 

（事業所） 

・復帰に向けた調整。 

 負担の少ない職務と勤務時間帯の調整準備。 

（医療機関） 

・副作用が出やすい体質。服薬中断に繋がらない

－249－



よう調整をし、服薬の重要性を伝える。 

（当センター） 

・受診に同席し、状況を事業所へ伝え、復帰にあ

たっての相談を行う。 

３）復帰 

（事業所） 

・短時間スタート。 

 リハビリ出勤の体制を整え、１日置きに出勤の

シフトでスタート。 

（医療機関） 

・主治医が事業所を訪問。今までの治療の経過と 

本人の状況を伝える。 

（当センター） 

・復帰後は、事業所と本人の状況に合わせたタイ

ミングで定着支援を実施。 

 

⑥ 経過とまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経過） 

・家庭、企業、医療、福祉の繋がりができたこと

でそれぞれの不安が軽減された。 

・本人、企業が状況によって相談できる機関が明

確になり、スムーズなやりとりができている。 

 

（まとめ） 

・アセスメントの段階で、本人の過去から現在の

課題を把握し、役割分担を行ったことで各方向

からの支援体制が整えられた。 

・個別支援計画を作成し、１ヶ月ごとに課題に対

する状況確認や見直しが行えた。 

 

６ 現在の取り組み 

（1）定例カンファレンス 

当センターの登録者が多い医療機関と月に１回

程度、定例カンファレンスを行っている。 

（出席者） 

医師、看護師、地域活動支援センター精神保健

福祉士（以下「ＰＳＷ」という。）、相談支援

事業所ＰＳＷ、デイケアＰＳＷと当センター職

員。 

（内容） 

①登録者の現状報告 

 ・就職者、実習中の方（定着支援の状況） 

 ・求職中の方 

 ・新規登録希望者の情報 

②情報提供（当センターより） 

 ・事業所の情報 

 ・訓練事業、実習、求人情報 

③情報交換 

 ・研修会等に参加した情報提供 

 ・他県の取り組みや制度の情報 

（メリット） 

定例カンファレンスを始めて、緊急性の低い情

報は、ゆっくり時間を取り報告することができる、

多職種が１人の利用者に関わっている場合は、一

度にそれぞれの情報共有が図れる、職員間のコ

ミュニケーションにも繋がる。  

 

（2）就労支援プログラム 

就労を目標としている登録者向けのプログラム。

（現在、徐々に取り組み始めているものと準備段

階のものがある） 

①就職準備 

 ・正しい履歴書の書き方 

 ・面接練習（服装・整容面・行動・態度）   

②社会生活 

 ・ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ） 

 ・認知行動療法 

 

（3）職業シミュレーション 

 実習先や就職先が決まった場合や、これから実

習や就労を希望する場合、作業の疑似体験を行い

得手、不得手を確認し、本人のできること、得意

な分野を発見できるために活用して行く手段。 

①  工場内軽作業 

②  接客体験（喫茶） 

③  清掃 

・地域の施設と定期的な打ち合わせや準備を行い、

 

定

 

 

 

着
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施設内で体験可能なスペースを有効活用させて頂

き、上記３種類の作業シミュレーションを行って

いく。 

・就労を目標とした登録者の所属施設の職員も、

当センターも本人の状況が確認でき、共有化する

ことができる。 

 

７ 今後の活動 

 専門的に支援できる資源がまだ整っていない、

高次脳機能障害や発達障害への支援を今後、地域

で盛り上げていくために、何が必要とされている

のか現状を把握する必要性がある。 

 また、就業・生活支援センターで行える支援は

どんな内容でどこまでの支援が行えるのかも今後

の課題でもある。 

高次脳機能障害者の支援団体との関わりとして

定例で開催されている勉強会へ参加し、参加して

いる多職種（作業療法士、言語聴覚士、ソーシャ

ルワーカー、教育者等）が現状でどんな課題を抱

えているのかアンケートを行った。 

また、就業・生活支援センターの活動内容の説

明や支援ツールの紹介を行い、高次脳機能障害者

へどんな支援を行っているか、事例を基に意見交

換を行った。 

今後もアンケートの内容を活かし、医療と福祉

の情報共有や地域資源の活用方法等について、話

を広げていく方向である。 

 

８ 終わりに 

 連携とは、 

①障害者が社会で生活し、働くことを同じ目的と

し、その手段としてチームで支援を行うこと。 

②どこか１ヶ所に大きな負担が掛かってしまうと

支援体制が崩れてしまう傾向があるが、役割分

担を行えば、バランスの取れた支援が行えるの

ではないか。 

③もし、結果がよくなかった（離職）としても連

携をして行った支援は、本人も支援者も必ず次

に繋がる失敗となるのではないか。 

④各分野でも持っている知識やスキルを、それぞ

れが出し合うことで、さらなる力となり、結果

として地域の障害者福祉を支える底力となって

いくと思われる。 

 地域のネットワークが県内全域のネットワーク、

そして隣接する他県、全国へと広がり障害者を支

えるネットワークが広がっていくことを今後も考

え、そして願いながら活動を続けて行きたい。 
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